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○ 公 安 委 員 会

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し 等 の た め の 関 係 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し 等 の た め の 関 係 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 銃 砲 刀 剣 類 の 売 却 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 銃 砲 刀 剣 類 の 売 却 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 三 十 五 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

別 記 様 式 第 五 号 、 別 記 様 式 第 六 号 及 び 別 記 様 式 第 九 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 警 察 国 有 物 品 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 警 察 国 有 物 品 管 理 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 使 用 職 員 ） （ 使 用 職 員 ）

第 十 二 条 略 第 十 二 条 略

２ 使 用 職 員 は 、 物 品 の 供 用 を 受 け た と き は 、 備 品 ２ 使 用 職 員 は 、 物 品 の 供 用 を 受 け た と き は 、 備 品

に つ い て は 物 品 保 管 書 （ 様 式 第 五 ） に 、 消 耗 品 に に つ い て は 物 品 保 管 書 （ 様 式 第 五 ） に 、 消 耗 品 に

つ い て は 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 物 品 供 用 簿 に そ れ つ い て は 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 物 品 供 用 簿 に そ れ

ぞ れ 記 名 す る も の と す る 。 ぞ れ 押 印 す る も の と す る 。

（ 交 替 の 場 合 の 帳 簿 の 引 継 ぎ 等 ） （ 交 替 の 場 合 の 帳 簿 の 引 継 ぎ 等 ）

第 二 十 二 条 物 品 管 理 職 員 の 交 替 が あ つ た 場 合 に お 第 二 十 二 条 物 品 管 理 職 員 の 交 替 が あ つ た 場 合 に お

い て は 、 前 任 の 物 品 管 理 職 員 は 、 引 継 書 （ 様 式 第 い て は 、 前 任 の 物 品 管 理 職 員 は 、 引 継 書 （ 様 式 第

十 ） を 交 替 の 日 の 前 日 を も つ て 作 成 し 、 後 任 の 物 十 ） を 交 替 の 日 の 前 日 を も つ て 作 成 し 、 後 任 の 物

品 管 理 職 員 と と も に 記 名 し 、 当 該 引 継 書 品 管 理 職 員 と と も に 記 名 し て 押 印 し 、 当 該 引 継 書

を 物 品 出 納 簿 等 に 添 付 し て 、 後 任 の 物 品 管 理 職 員 を 物 品 出 納 簿 等 に 添 付 し て 、 後 任 の 物 品 管 理 職 員

に 引 継 ぐ も の と す る 。 た だ し 、 前 任 の 物 品 管 理 職 に 引 継 ぐ も の と す る 。 た だ し 、 前 任 の 物 品 管 理 職

員 が 引 継 ぎ の 手 続 を す る こ と が で き な い 理 由 が あ 員 が 引 継 ぎ の 手 続 を す る こ と が で き な い 理 由 が あ

る と き は 、 後 任 の 物 品 管 理 職 員 が 引 継 書 を 作 成 る と き は 、 後 任 の 物 品 管 理 職 員 が 引 継 書 を 作 成

し 、 こ れ に 記 名 す る も の と す る 。 し 、 こ れ に 記 名 し て 押 印 す る も の と す る 。

別 表 第 二 中 「受領印」 を 「受領者」 に 改 め る 。

様 式 第 一 か ら 様 式 第 三 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

様 式 第 四 中

「

物品出納簿登記済物品供用簿登記済 領 収

を

年月日㊞ 年月日㊞ 年月日㊞

」

「

物品出納簿登記済 物品供用簿登記済

に 改 め

年月日 年月日

」

る 。
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○ 公 安 委 員 会

栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 四 号

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し 等 の た め の 関 係 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 公 安 委 員 会 委 員 長 蓬 田 勝 美

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し 等 の た め の 関 係 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 銃 砲 刀 剣 類 の 売 却 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 銃 砲 刀 剣 類 の 売 却 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 三 十 五 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

別 記 様 式 第 五 号 、 別 記 様 式 第 六 号 及 び 別 記 様 式 第 九 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 警 察 国 有 物 品 管 理 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 栃 木 県 警 察 国 有 物 品 管 理 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 使 用 職 員 ） （ 使 用 職 員 ）

第 十 二 条 略 第 十 二 条 略

２ 使 用 職 員 は 、 物 品 の 供 用 を 受 け た と き は 、 備 品 ２ 使 用 職 員 は 、 物 品 の 供 用 を 受 け た と き は 、 備 品

に つ い て は 物 品 保 管 書 （ 様 式 第 五 ） に 、 消 耗 品 に に つ い て は 物 品 保 管 書 （ 様 式 第 五 ） に 、 消 耗 品 に

つ い て は 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 物 品 供 用 簿 に そ れ つ い て は 第 二 十 一 条 に 規 定 す る 物 品 供 用 簿 に そ れ

ぞ れ 記 名 す る も の と す る 。 ぞ れ 押 印 す る も の と す る 。

（ 交 替 の 場 合 の 帳 簿 の 引 継 ぎ 等 ） （ 交 替 の 場 合 の 帳 簿 の 引 継 ぎ 等 ）

第 二 十 二 条 物 品 管 理 職 員 の 交 替 が あ つ た 場 合 に お 第 二 十 二 条 物 品 管 理 職 員 の 交 替 が あ つ た 場 合 に お

い て は 、 前 任 の 物 品 管 理 職 員 は 、 引 継 書 （ 様 式 第 い て は 、 前 任 の 物 品 管 理 職 員 は 、 引 継 書 （ 様 式 第

十 ） を 交 替 の 日 の 前 日 を も つ て 作 成 し 、 後 任 の 物 十 ） を 交 替 の 日 の 前 日 を も つ て 作 成 し 、 後 任 の 物

品 管 理 職 員 と と も に 記 名 し 、 当 該 引 継 書 品 管 理 職 員 と と も に 記 名 し て 押 印 し 、 当 該 引 継 書

を 物 品 出 納 簿 等 に 添 付 し て 、 後 任 の 物 品 管 理 職 員 を 物 品 出 納 簿 等 に 添 付 し て 、 後 任 の 物 品 管 理 職 員

に 引 継 ぐ も の と す る 。 た だ し 、 前 任 の 物 品 管 理 職 に 引 継 ぐ も の と す る 。 た だ し 、 前 任 の 物 品 管 理 職

員 が 引 継 ぎ の 手 続 を す る こ と が で き な い 理 由 が あ 員 が 引 継 ぎ の 手 続 を す る こ と が で き な い 理 由 が あ

る と き は 、 後 任 の 物 品 管 理 職 員 が 引 継 書 を 作 成 る と き は 、 後 任 の 物 品 管 理 職 員 が 引 継 書 を 作 成

し 、 こ れ に 記 名 す る も の と す る 。 し 、 こ れ に 記 名 し て 押 印 す る も の と す る 。

別 表 第 二 中 「受領印」 を 「受領者」 に 改 め る 。

様 式 第 一 か ら 様 式 第 三 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

様 式 第 四 中

「

物品出納簿登記済物品供用簿登記済 領 収

を

年月日㊞ 年月日㊞ 年月日㊞

」

「

物品出納簿登記済 物品供用簿登記済

に 改 め

年月日 年月日

」

る 。
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「 「

年月日受領印 年月日

様 式 第 五 中 を に 改 め る 。

」 」

様 式 第 六 中

「

物品出納簿登記済物品供用簿登記済 領 収

を

年月日㊞ 年月日㊞ 年月日㊞

」

「

物品出納簿登記済 物品供用簿登記済

に 改 め

年月日 年月日

」

る 。
様 式 第 七 中

「

物品出納簿登記済物品供用簿登記済供用換（ 領収）

を

年月日㊞ 年月日㊞ 年月日㊞

」

「

物品出納簿登記済 物品供用簿登記済

に 改 め

年月日 年月日

」

る 。
様 式 第 八 か ら 様 式 第 十 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 警 察 官 の 職 務 に 協 力 援 助 し た 者 の 災 害 給 付 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 警 察 官 の 職 務 に 協 力 援 助 し た 者 の 災 害 給 付 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 八

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「㊞」 を 削 る 。
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「 「

年月日受領印 年月日

様 式 第 五 中 を に 改 め る 。

」 」

様 式 第 六 中

「

物品出納簿登記済物品供用簿登記済 領 収

を

年月日㊞ 年月日㊞ 年月日㊞

」

「

物品出納簿登記済 物品供用簿登記済

に 改 め

年月日 年月日

」

る 。
様 式 第 七 中

「

物品出納簿登記済物品供用簿登記済供用換（ 領収）

を

年月日㊞ 年月日㊞ 年月日㊞

」

「

物品出納簿登記済 物品供用簿登記済

に 改 め

年月日 年月日

」

る 。
様 式 第 八 か ら 様 式 第 十 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 警 察 官 の 職 務 に 協 力 援 助 し た 者 の 災 害 給 付 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 警 察 官 の 職 務 に 協 力 援 助 し た 者 の 災 害 給 付 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 二 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 八

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「㊞」 を 削 る 。
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別 記 様 式 第 三 号 ⑴ 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 ⑴ 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ か ら ６ ま で を ３ か ら ５ ま で と(注
)

し 、 同 様 式 ⑵ か ら 同 様 式 ⑷ ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 四 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と し 、 ５ を ４ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 四 号 の 二 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 五 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。(注
)

（注） ※印の欄には記入しないこと。

別 記 様 式 第 六 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。(注
)

（注） ※印の欄には記入しないこと。

別 記 様 式 第 七 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。(注
)

（注） ※印の欄には記入しないこと。

別 記 様 式 第 八 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と し 、 ５ を ４ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 九 号 の 二 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と し 、 ５ を ４ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 一 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 一 号 の 二 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ３ を 削 る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 一 号 の 三 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ３ を 削 る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 三 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 四 号 の 二 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 五 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 九 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 九 号 の 二 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と し 、 ５ を ４ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 九 号 の 三 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 二 十 一 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 二 十 二 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。(注
)

（注） ※印の欄には記入しないこと。

別 記 様 式 第 二 十 三 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 二 十 四 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 １ を 削 り 、 ２ を １ と し 、 ３ を ２ と す る 。(注
)

（ 中 禅 寺 湖 水 上 安 全 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 中 禅 寺 湖 水 上 安 全 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 記 様 式 中 「昭和年月日」 を 「 年月日」 に 、

「 「氏名 ㊞ を 「氏名 に 改 め る 。」 」

（ 栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 表 第 一 の 添 付 一 か ら 添 付 十 六 ま で 、 添 付 十 六 の 三 、 添 付 十 七 、 添 付 十 七 の 四 の 二 、 添 付 十 七 の 四 の 三 及

び 添 付 十 八 中 「㊞」 を 削 り 、 同 表 の 添 付 二 十 及 び 添 付 二 十 一 中 「 」 を 削 り 、 同 表 の 添 付 二 十 三 の 二 か ら 添

付 二 十 三 の 五 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 り 、 同 表 の 添 付 二 十 四 か ら 添 付 三 十 ま で の 規 定 中 「印」 を 削 り 、 同 表

の 添 付 三 十 一 か ら 添 付 三 十 七 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 十 三 号 の 四 中 「印」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 交 通 安 全 活 動 推 進 セ ン タ ー の 指 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 栃 木 県 交 通 安 全 活 動 推 進 セ ン タ ー の 指 定 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 六 十 二 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 及 び 別 記 様 式 第 三 号 中

「 申請者

印 を
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別 記 様 式 第 三 号 ⑴ 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 ⑴ 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ か ら ６ ま で を ３ か ら ５ ま で と(注
)

し 、 同 様 式 ⑵ か ら 同 様 式 ⑷ ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 四 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と し 、 ５ を ４ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 四 号 の 二 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 五 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。(注
)

（注） ※印の欄には記入しないこと。

別 記 様 式 第 六 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。(注
)

（注） ※印の欄には記入しないこと。

別 記 様 式 第 七 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。(注
)

（注） ※印の欄には記入しないこと。

別 記 様 式 第 八 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と し 、 ５ を ４ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 九 号 の 二 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と し 、 ５ を ４ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 一 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 一 号 の 二 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ３ を 削 る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 一 号 の 三 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ３ を 削 る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 三 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 四 号 の 二 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 五 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 九 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 九 号 の 二 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と し 、 ５ を ４ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 十 九 号 の 三 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 二 十 一 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 二 十 二 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。(注
)

（注） ※印の欄には記入しないこと。

別 記 様 式 第 二 十 三 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 ２ を 削 り 、 ３ を ２ と し 、 ４ を ３ と す る 。(注
)

別 記 様 式 第 二 十 四 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 中 １ を 削 り 、 ２ を １ と し 、 ３ を ２ と す る 。(注
)

（ 中 禅 寺 湖 水 上 安 全 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 中 禅 寺 湖 水 上 安 全 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 五 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 記 様 式 中 「昭和年月日」 を 「 年月日」 に 、

「 「氏名 ㊞ を 「氏名 に 改 め る 。」 」

（ 栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 道 路 交 通 法 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
別 表 第 一 の 添 付 一 か ら 添 付 十 六 ま で 、 添 付 十 六 の 三 、 添 付 十 七 、 添 付 十 七 の 四 の 二 、 添 付 十 七 の 四 の 三 及

び 添 付 十 八 中 「㊞」 を 削 り 、 同 表 の 添 付 二 十 及 び 添 付 二 十 一 中 「 」 を 削 り 、 同 表 の 添 付 二 十 三 の 二 か ら 添

付 二 十 三 の 五 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 り 、 同 表 の 添 付 二 十 四 か ら 添 付 三 十 ま で の 規 定 中 「印」 を 削 り 、 同 表

の 添 付 三 十 一 か ら 添 付 三 十 七 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

別 記 様 式 第 十 三 号 の 四 中 「印」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 交 通 安 全 活 動 推 進 セ ン タ ー の 指 定 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 栃 木 県 交 通 安 全 活 動 推 進 セ ン タ ー の 指 定 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 六 十 二 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 六 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 及 び 別 記 様 式 第 三 号 中

「 申請者

印 を

-
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」

「 申請者

に
」

改 め る 。

（ 栃 木 県 公 安 委 員 会 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 栃 木 県 公 安 委 員 会 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に 関 す る 規 則 （ 平 成 九 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 五 号 ま で 、 別 記 様 式 第 七 号 及 び 別 記 様 式 第 九 号 中 「印」 を 削 る 。

「

別 記 様 式 第 十 一 号 中

住所

を

氏名 印 」

「住所

に 改 め る 。

氏名 」

別 記 様 式 第 十 五 号 中 「印」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
別 記 様 式 第 十 三 号 中 「 」 を 削 る 。

（ 利 用 カ ー ド 等 の 販 売 等 営 業 の 届 出 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 九 条 利 用 カ ー ド 等 の 販 売 等 営 業 の 届 出 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 三 号 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 条 栃 木 県 自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第

十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 四 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 一 条 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 八 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 記 様 式 第 二 十 六 号 中 「 」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 暴 力 団 排 除 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 二 条 栃 木 県 暴 力 団 排 除 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 三 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 記 様 式 第 二 号 か ら 別 記 様 式 第 五 号 ま で 及 び 別 記 様 式 第 十 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 公 安 委 員 会 審 査 請 求 手 続 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 三 条 栃 木 県 公 安 委 員 会 審 査 請 求 手 続 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 及 び 別 記 様 式 第 二 号 中 「㊞」 を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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」

「 申請者

に
」

改 め る 。

（ 栃 木 県 公 安 委 員 会 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 栃 木 県 公 安 委 員 会 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に 関 す る 規 則 （ 平 成 九 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 五 号 ま で 、 別 記 様 式 第 七 号 及 び 別 記 様 式 第 九 号 中 「印」 を 削 る 。

「

別 記 様 式 第 十 一 号 中

住所

を

氏名 印 」

「住所

に 改 め る 。

氏名 」

別 記 様 式 第 十 五 号 中 「印」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 栃 木 県 情 報 公 開 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
別 記 様 式 第 十 三 号 中 「 」 を 削 る 。

（ 利 用 カ ー ド 等 の 販 売 等 営 業 の 届 出 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 九 条 利 用 カ ー ド 等 の 販 売 等 営 業 の 届 出 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 三 号 ま で の 規 定 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 条 栃 木 県 自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第

十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 四 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 一 条 栃 木 県 個 人 情 報 保 護 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 八 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 記 様 式 第 二 十 六 号 中 「 」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 暴 力 団 排 除 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 二 条 栃 木 県 暴 力 団 排 除 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 三 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

別 記 様 式 第 二 号 か ら 別 記 様 式 第 五 号 ま で 及 び 別 記 様 式 第 十 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 公 安 委 員 会 審 査 請 求 手 続 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 十 三 条 栃 木 県 公 安 委 員 会 審 査 請 求 手 続 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 栃 木 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 及 び 別 記 様 式 第 二 号 中 「㊞」 を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○ 栃 木 県 文 書 等 取 扱 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 一 号

栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 野 井 祐 一

栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 公 印 の 押 印 等 ） （ 公 印 の 押 印 等 ）

第 三 十 五 条 発 出 す る 文 書 に は 、 次 に 掲 げ る も の を 第 三 十 五 条 県 警 察 部 内 に 発 出 す る 文 書 に は 、 次 に

除 い て 、 公 印 を 押 印 し な い も の と す る 。 掲 げ る も の に 限 り 、 公 印 を 押 印 す る も の と す る 。

一 法 令 等 の 規 定 に よ り 押 印 を 要 す る 文 書 一 証 書 、 証 明 書 等 公 印 が そ の 文 書 の 効 力 的 要 因

二 権 利 、 義 務 又 は 事 実 証 明 に 関 す る 文 書 と な っ て い る も の

三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 公 印 を 押 印 す る 二 賞 状 、 辞 令 等 公 印 が そ の 文 書 の 形 式 的 要 因 と

こ と が 特 に 必 要 と 認 め ら れ る 文 書 な っ て い る も の

三 訴 訟 、 処 分 等 公 印 が そ の 文 書 の 公 信 性 を 明 ら

か に す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の

四 他 の 規 定 に よ り 、 押 印 す る こ と が 定 め ら れ て

い る も の

五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 特 に 押 印 を 必 要 と

認 め ら れ る も の

２ 県 警 察 部 外 に 発 出 す る 文 書 に は 、 次 に 掲 げ る も

の を 除 い て 、 公 印 を 押 印 す る も の と す る 。

一 押 印 を 省 略 す る こ と に つ い て 、 あ ら か じ め 関

係 機 関 の 同 意 又 は 承 諾 を 得 た も の

二 軽 易 又 は 定 例 的 な も の で あ っ て 、 所 属 長 が 押

印 の 必 要 が な い と 認 め た も の

３ 公 印 を 押 印 す る 文 書 は 、 原 議 と 契 印 し な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 文 書 の 性 質 上 、 契 印 す る こ と

が 適 当 で な い と 認 め ら れ る も の は 、 こ の 限 り で は

な い 。

２ 略 ４ 略

（ 電 子 署 名 ） （ 電 子 署 名 ）

第 三 十 五 条 の 二 前 条 第 一 項 の 規 定 第 三 十 五 条 の 二 前 条 の 規 定 （ 同 条 第 四 項 を

に か か わ ら ず 、 発 出 す る 文 書 が 電 磁 的 記 除 く 。 ） に か か わ ら ず 、 発 出 す る 文 書 が 電 磁 的 記

録 で 作 成 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 録 で 作 成 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と

き は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 子 署 名 （ 電 子 き は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 子 署 名 （ 電 子

署 名 及 び 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 署 名 及 び 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律

第 百 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 署 名 を い 第 百 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 署 名 を い

う 。 ） を 行 う も の と す る 。 う 。 ） を 行 う も の と す る 。

（ 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 ） （ 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 ）

第 四 十 一 条 所 属 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 編 集 し た 第 四 十 一 条 所 属 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 編 集 し た

完 結 文 書 に つ い て 、 保 存 期 間 が 一 年 未 満 の も の を 完 結 文 書 に つ い て 、 保 存 期 間 が 一 年 未 満 の も の を

除 き 、 簿 冊 等 名 、 保 存 期 間 等 の 必 要 事 項 を 記 載 し 除 き 、 簿 冊 等 名 、 保 存 期 間 等 の 必 要 事 項 を 記 載 し

警 察 本 部
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○ 栃 木 県 文 書 等 取 扱 規 程 の 一 部 改 正

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 一 号

栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 野 井 祐 一

栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 公 印 の 押 印 等 ） （ 公 印 の 押 印 等 ）

第 三 十 五 条 発 出 す る 文 書 に は 、 次 に 掲 げ る も の を 第 三 十 五 条 県 警 察 部 内 に 発 出 す る 文 書 に は 、 次 に

除 い て 、 公 印 を 押 印 し な い も の と す る 。 掲 げ る も の に 限 り 、 公 印 を 押 印 す る も の と す る 。

一 法 令 等 の 規 定 に よ り 押 印 を 要 す る 文 書 一 証 書 、 証 明 書 等 公 印 が そ の 文 書 の 効 力 的 要 因

二 権 利 、 義 務 又 は 事 実 証 明 に 関 す る 文 書 と な っ て い る も の

三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 公 印 を 押 印 す る 二 賞 状 、 辞 令 等 公 印 が そ の 文 書 の 形 式 的 要 因 と

こ と が 特 に 必 要 と 認 め ら れ る 文 書 な っ て い る も の

三 訴 訟 、 処 分 等 公 印 が そ の 文 書 の 公 信 性 を 明 ら

か に す る 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の

四 他 の 規 定 に よ り 、 押 印 す る こ と が 定 め ら れ て

い る も の

五 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 特 に 押 印 を 必 要 と

認 め ら れ る も の

２ 県 警 察 部 外 に 発 出 す る 文 書 に は 、 次 に 掲 げ る も

の を 除 い て 、 公 印 を 押 印 す る も の と す る 。

一 押 印 を 省 略 す る こ と に つ い て 、 あ ら か じ め 関

係 機 関 の 同 意 又 は 承 諾 を 得 た も の

二 軽 易 又 は 定 例 的 な も の で あ っ て 、 所 属 長 が 押

印 の 必 要 が な い と 認 め た も の

３ 公 印 を 押 印 す る 文 書 は 、 原 議 と 契 印 し な け れ ば

な ら な い 。 た だ し 、 文 書 の 性 質 上 、 契 印 す る こ と

が 適 当 で な い と 認 め ら れ る も の は 、 こ の 限 り で は

な い 。

２ 略 ４ 略

（ 電 子 署 名 ） （ 電 子 署 名 ）

第 三 十 五 条 の 二 前 条 第 一 項 の 規 定 第 三 十 五 条 の 二 前 条 の 規 定 （ 同 条 第 四 項 を

に か か わ ら ず 、 発 出 す る 文 書 が 電 磁 的 記 除 く 。 ） に か か わ ら ず 、 発 出 す る 文 書 が 電 磁 的 記

録 で 作 成 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と 録 で 作 成 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 必 要 が あ る と

き は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 子 署 名 （ 電 子 き は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 子 署 名 （ 電 子

署 名 及 び 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律 署 名 及 び 認 証 業 務 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 二 年 法 律

第 百 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 署 名 を い 第 百 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 署 名 を い

う 。 ） を 行 う も の と す る 。 う 。 ） を 行 う も の と す る 。

（ 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 ） （ 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 ）

第 四 十 一 条 所 属 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 編 集 し た 第 四 十 一 条 所 属 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 編 集 し た

完 結 文 書 に つ い て 、 保 存 期 間 が 一 年 未 満 の も の を 完 結 文 書 に つ い て 、 保 存 期 間 が 一 年 未 満 の も の を

除 き 、 簿 冊 等 名 、 保 存 期 間 等 の 必 要 事 項 を 記 載 し 除 き 、 簿 冊 等 名 、 保 存 期 間 等 の 必 要 事 項 を 記 載 し

-
2

-

た 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 （ 別 記 様 式 第 十 五 号 ） を 毎 た 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 （ 別 記 様 式 第 十 五 号 ） を 毎

年 （ 年 度 に よ る も の に つ い て は 、 毎 年 度 ） 作 成 年 （ 年 度 に よ る も の に つ い て は 、 毎 年 度 ） 作 成

し 、 文 書 主 管 課 長 が 別 に 定 め る 日 す る と と も に 、 翌 年 の 二 月 末 日 （ 年 度 ご と に 保 存

ま で す る も の に つ い て は 、 翌 年 度 の 六 月 末 日 ） ま で

に 、 そ の 写 し を 文 書 主 管 課 長 に 提 出 に 、 そ の 写 し 二 部 を 文 書 主 管 課 長 に 提 出 （ 警 察 本

部 の 所 属 に あ っ て は 幹 事 課 長 を 経 由 し て 提 出 す る

し な け も の と す る 。 次 条 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ） し な け

れ ば な ら な い 。 れ ば な ら な い 。

別 表 第 一 （ 第 十 一 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 十 一 条 関 係 ）

文 書 書 式 例 文 書 書 式 例

第 一 略 第 一 略

第 二 通 達 、 通 知 等 第 二 通 達 、 通 知 等

一 略 一 略

二 公 印 を 押 印 し な い 場 合 二 公 印 を 省 略 す る 場 合

１ ・ ２ 略 １ ・ ２ 略

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

-
1

-

○ 警 察 本 部 訓 令

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 二 号

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し 等 の た め の 関 係 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 野 井 祐 一

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し 等 の た め の 関 係 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

（ 警 察 職 員 の 宿 日 直 手 当 支 給 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 警 察 職 員 の 宿 日 直 手 当 支 給 規 程 （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

「 「 「 「

所認副（校 所認 勤者 勤確

署副
長

属
長隊

） 属 務
、長

次、認

長印長副印 長印 務印 者認

別 記 様 式 中 を に 、 を に 改

」 」 」 」

め る 。

（ 巡 査 の 階 級 に あ る 警 察 官 を 司 法 警 察 員 に 指 定 す る 訓 令 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 巡 査 の 階 級 に あ る 警 察 官 を 司 法 警 察 員 に 指 定 す る 訓 令 （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 二 十 八

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「 」 を 削 る 。

（ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 支 給 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 支 給 規 程 （ 昭 和 三 十 五 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 三 号 ま で の 規 定 中

「

所属長次長等特殊勤務手当実績簿

（ 年月分） を

（係名）

（氏名）

」

「 特殊勤務手当整理簿
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○ 警 察 本 部 訓 令

栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 二 号

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し 等 の た め の 関 係 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 三 月 三 十 一 日

栃 木 県 警 察 本 部 長 野 井 祐 一

押 印 を 求 め る 手 続 の 見 直 し 等 の た め の 関 係 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

（ 警 察 職 員 の 宿 日 直 手 当 支 給 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 警 察 職 員 の 宿 日 直 手 当 支 給 規 程 （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。

「 「 「 「

所認副（校 所認 勤者 勤確

署副
長

属
長隊

） 属 務
、長

次、認

長印長副印 長印 務印 者認

別 記 様 式 中 を に 、 を に 改

」 」 」 」

め る 。

（ 巡 査 の 階 級 に あ る 警 察 官 を 司 法 警 察 員 に 指 定 す る 訓 令 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 巡 査 の 階 級 に あ る 警 察 官 を 司 法 警 察 員 に 指 定 す る 訓 令 （ 昭 和 二 十 九 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 二 十 八

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 中 「 」 を 削 る 。

（ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 支 給 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 支 給 規 程 （ 昭 和 三 十 五 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

別 記 様 式 第 一 号 か ら 別 記 様 式 第 三 号 ま で の 規 定 中

「

所属長次長等特殊勤務手当実績簿

（ 年月分） を

（係名）

（氏名）

」

「 特殊勤務手当整理簿
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（ 年月分） に

（係名）

（氏名） 」

改 め る 。

（ 保 護 取 扱 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 保 護 取 扱 規 程 （ 昭 和 三 十 七 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 二 号 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

別 記 様 式 第 六 号 中

預入取扱

を 預入者取扱者に 、

者印者印

」 」

「 「

受領取扱

を 受領者取扱者に 、

者印者印

」 」

「

金額保管者印返還月日金額受領者 ㊞

を

立会人 ㊞保管者 ㊞

」

「

金額保管者返還月日金額受 領 者

に 、

立会人 保管者

」

「 「氏名 ㊞ を 氏名 に 、」 」

「 「官職・氏名 ㊞ を 官職・氏名 に 改 め る 。」 」

（ 栃 木 県 警 察 公 印 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 警 察 公 印 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「 「

別 記 様 式 第 二 号 中

当直主
取扱者印を

当直
取扱者に 改 め る 。

任者印 主任者

」 」

（ 警 察 官 等 に 対 す る 被 服 の 支 給 及 び 装 備 品 の 貸 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 警 察 官 等 に 対 す る 被 服 の 支 給 及 び 装 備 品 の 貸 与 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 十

八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「 「

別 記 様 式 第 一 号 中 所属長印を 所属長に 改 め 、 「㊞」 を 削 る 。

」 」

別 記 様 式 第 二 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 備 考 を 削 る 。

「 「

別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 所属長印を 所属長に 、

」 」
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（ 年月分） に

（係名）

（氏名） 」

改 め る 。

（ 保 護 取 扱 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 保 護 取 扱 規 程 （ 昭 和 三 十 七 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 第 二 号 中 「㊞」 を 削 る 。

「 「

別 記 様 式 第 六 号 中

預入取扱

を 預入者取扱者に 、

者印者印

」 」

「 「

受領取扱

を 受領者取扱者に 、

者印者印

」 」

「

金額保管者印返還月日金額受領者 ㊞

を

立会人 ㊞保管者 ㊞

」

「

金額保管者返還月日金額受 領 者

に 、

立会人 保管者

」

「 「氏名 ㊞ を 氏名 に 、」 」

「 「官職・氏名 ㊞ を 官職・氏名 に 改 め る 。」 」

（ 栃 木 県 警 察 公 印 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 五 条 栃 木 県 警 察 公 印 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「 「

別 記 様 式 第 二 号 中

当直主
取扱者印を

当直
取扱者に 改 め る 。

任者印 主任者

」 」

（ 警 察 官 等 に 対 す る 被 服 の 支 給 及 び 装 備 品 の 貸 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 六 条 警 察 官 等 に 対 す る 被 服 の 支 給 及 び 装 備 品 の 貸 与 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 四 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 十

八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

「 「

別 記 様 式 第 一 号 中 所属長印を 所属長に 改 め 、 「㊞」 を 削 る 。

」 」

別 記 様 式 第 二 号 中 「㊞」 を 削 り 、 同 様 式 備 考 を 削 る 。

「 「

別 記 様 式 第 三 号 及 び 別 記 様 式 第 四 号 中 所属長印を 所属長に 、

」 」
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「 「氏 名印 を 氏 名 に 改 め る 。」 」

（ 栃 木 県 警 察 職 員 任 用 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 栃 木 県 警 察 職 員 任 用 規 程 （ 昭 和 四 十 三 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 三 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
様 式 第 一 号 中 「印」 を 削 る 。

様 式 第 二 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 秘 密 文 書 の 発 送 及 び 収 受 ） （ 秘 密 文 書 の 発 送 及 び 収 受 ）

第 五 十 条 略 第 五 十 条 略

２ 秘 密 文 書 の 発 送 及 び 収 受 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に ２ 秘 密 文 書 の 発 送 及 び 収 受 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に

よ り 行 う も の と す る 。 よ り 行 う も の と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 極 秘 文 書 を 受 け 取 っ た 取 扱 責 任 者 は 直 ち に 受 三 極 秘 文 書 を 受 け 取 っ た 取 扱 責 任 者 は 直 ち に 受

領 証 に 記 名 し て 発 送 者 に 返 送 し な け れ ば な 領 証 に 記 名 押 印 し て 発 送 者 に 返 送 し な け れ ば な

ら な い 。 ら な い 。

四 略 四 略

３ ・ ４ 略 ３ ・ ４ 略

「 「 「 「

別 記 様 式 第 一 号 中

受理

を 受理者に 、

受領者

を 受領者に 改 め る 。

者印 印

」 」 」 」

「 「

別 記 様 式 第 七 号 中

受理者職

を

受理者職

に 改 め る 。

氏名印 氏名

」 」

「

月日 月日時

別 記 様 式 第 十 三 号 中 を

印 印

」

「

月日 月日時

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 十 七 号 中 「取扱責任者印」 を 「取扱責任者」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 九 号 中 「印」 を 削 る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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「 「氏 名印 を 氏 名 に 改 め る 。」 」

（ 栃 木 県 警 察 職 員 任 用 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 七 条 栃 木 県 警 察 職 員 任 用 規 程 （ 昭 和 四 十 三 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 第 三 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
様 式 第 一 号 中 「印」 を 削 る 。

様 式 第 二 号 中 「㊞」 を 削 る 。

（ 栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 の 一 部 改 正 ）

第 八 条 栃 木 県 警 察 文 書 取 扱 規 程 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 警 察 本 部 訓 令 甲 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 秘 密 文 書 の 発 送 及 び 収 受 ） （ 秘 密 文 書 の 発 送 及 び 収 受 ）

第 五 十 条 略 第 五 十 条 略

２ 秘 密 文 書 の 発 送 及 び 収 受 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に ２ 秘 密 文 書 の 発 送 及 び 収 受 は 、 次 に 掲 げ る 方 法 に

よ り 行 う も の と す る 。 よ り 行 う も の と す る 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 極 秘 文 書 を 受 け 取 っ た 取 扱 責 任 者 は 直 ち に 受 三 極 秘 文 書 を 受 け 取 っ た 取 扱 責 任 者 は 直 ち に 受

領 証 に 記 名 し て 発 送 者 に 返 送 し な け れ ば な 領 証 に 記 名 押 印 し て 発 送 者 に 返 送 し な け れ ば な

ら な い 。 ら な い 。

四 略 四 略

３ ・ ４ 略 ３ ・ ４ 略

「 「 「 「

別 記 様 式 第 一 号 中

受理

を 受理者に 、

受領者

を 受領者に 改 め る 。

者印 印

」 」 」 」

「 「

別 記 様 式 第 七 号 中

受理者職

を

受理者職

に 改 め る 。

氏名印 氏名

」 」

「

月日 月日時

別 記 様 式 第 十 三 号 中 を

印 印

」

「

月日 月日時

に 改 め る 。

」

別 記 様 式 第 十 七 号 中 「取扱責任者印」 を 「取扱責任者」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 十 九 号 中 「印」 を 削 る 。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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